
令和７年度は当会の役員改選年となるため、今年度、役員の選挙を行います。そこで、選挙に向け

て選挙管理委員会を発足させますので、会員の皆様より選挙管理委員を広く募集します。公平無私に

選挙管理を行い会の発展にご尽力いただける方の応募をお待ちしております。

【申込み締切】令和６年７月１２日（金）必着

【備   考】１支部に応募者多数の場合は、理事会の合議により決めさせていただきます。

【申 込 み 先】公益社団法人福岡県介護福祉士会 事務局（担当：吉澤）

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-1-16-2F

TEL 092-474-7015  FAX 092-436-5234 メール kaigoyos@f-kaigo.jp

公益社団法人 福岡県介護福祉士会 事務局行き（ＦＡＸ ０９２－４３６－５２３４）

【選挙管理委員希望者用応募用紙】 ※締切り：令和６年７月１２日（金）必着

（フリガナ）
・会員番号 ４０－

       

・入会して（    ）年
氏 名

    年   月   日 生

自宅住所
〒

連絡先（昼間連絡が取れるところに○をして、電話番号をお書きください）

・自宅（              ）  ・携帯電話（              ）

・勤務先名と電話番号（                                 ）

「役員（理事及び監事）選出規則」（抜粋）

（選挙管理委員会）

第９条 役員選出にかかる事務を行うために、選挙管理委員会を設置する。

２ 選挙管理委員は、各支部より１人を選出し、会長が委嘱する。

３ 理事、監事は、選挙管理委員になることはできない。

４ 委員長は、委員の互選により選出する。

５ 選挙管理委員の任期は、役員改選年次前の総会２か月後から翌々年の定時総会２か月後

までの２年間とする。

６ 選挙管理委員は、役員に立候補し、または立候補者を推薦することはできない。

７ 選挙管理委員会の事務局は、福岡県介護福祉士会の事務局内に置く。

８ 選挙管理委員会の事務担当者は、事務局員が当たる。

「選挙管理細則」（抜粋）

第３条 選挙管理委員会は、役員の選出にかかる以下の各項の事務を管理する。

  （１）支部選出理事の選挙

  （２）県選出理事の選挙

  （３）役職者の互選

切り取り線


